
 

               

  

保護者の皆様には、日頃より学校給食へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

令和３年度の年間給食費については現状維持としておりますが、学校給食の現状と今後につい

て以下のとおりお知らせいたします。 

学校給食費の推移 

学校給食費は学校給食法第１１条に規定されており、学校給食の実施に必要な施設設備費、修

繕費、学校給食に従事する職員の人件費は義務教育諸学校の設置者（合志市）の負担とし、それ

以外の食材費は保護者の負担とされています。 

本市では、学校給食費を平成２６年度から据え置きながら、献立や食材の工夫を行ない、栄養

バランスに配慮した安全で安心な給食の提供に努めています。しかし、消費税の増税や昨今の食

材価格の値上がりで現行の給食費での対応が困難になってきています。 

今後もこれまでと同様に給食を安定的に提供していくためには、学校給食費の見直しが必要で

す。そのため、令和２年度に給食費の値上げについて検討いただくよう準備しておりましたが、

新型コロナウイルス感染症の対応等もあり、令和３年度末まで学校給食費を据え置くことになり

ました。令和４年度からの学校給食費につきましては、金額や提供回数等をどうするかも含め、

保護者の皆様のご意見を集約し進めさせていただきたいと考えていますので、ご協力をお願いし

ます。 

現行            令和 3 年度末まで        令和４年度 

 

 

＜これまでの中学校の学校給食費推移＞          

 

  

改定年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２６年度

１期額 ４，０００円 ４，２００円 ４，８００円

年額 ４４，０００円 ４６，２００円 ５２，８００円
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１期あたり 4,800 円 

年額 52,800 円 
現行年額据え置き  令和３年度中に検討 

裏面もご覧ください。 

 

※年額を５月から翌年２月

の 10 期に分けて徴収して

います。５月は左記の２

期分の額を徴収していま

す。 



 

 

今後の学校給食と提供回数 

今年度の年間学校給食提供回数は、小学校が 185 回、中学校が 181 回を基準として年間給食費か

ら１食単価を算出し、小学校が 255 円、中学校が 291 円を基準として献立を作成しています。 

 

 

  

令和 4 年度の学校で昼食を必要とする日数は、小・中学校ともに 196 日の予定です。この日数分

の給食を現行の年間給食費（小学校 47,300 円、中学校 52,800 円）で提供するとした場合、小学校

の１食単価は 241 円、中学校は 269 円に減少します。これに、牛乳と主食（パン・ご飯）の単価が

令和 3 年度より上がれば、おかずやデザート等の副食に使用できる食材費はさらに減少します。ま

た、給食の栄養価を落とさないために 1 食単価を今年度と同様にした場合、副食の食材価格が上昇

すれば、給食提供回数は今年よりも少なくせざるを得ないという状況です。 

  

牛乳と主食（基準パン）価格の推移 （税込み価格）

品名 規格

前回改定時

（平成26年度）

増税前

（平成30年度）

増税後

（令和３年度）

牛乳 200㎖ 47.79円 50.30円 51.62円

基準パン（低学年用） 40g 40.69円 41.88円 43.74円

基準パン（中学年用） 50g 42.99円 43.48円 45.36円

基準パン（高学年用） 60g 44.42円 45.08円 46.98円

基準パン（中学用） 70g 46.06円 46.67円 48.60円

食材価格の上昇 

前回改定の平成２６年度以降、食材価格

等が上昇しています。   

給食においても、主食（パン・ご飯）と牛

乳の価格が上昇し、相対的に副食（おかず、

デザート）に使用できる金額が減少してい

ます。   

さらに、令和元年度の消費税増税による

運搬費や加工賃の上昇により、肉・魚・野

菜・果物など副食に使用する食材の価格も

年々上昇しています。  

１食単価＝年間給食費÷年間給食提供予定回数 

副食食材費＝1 食単価-（牛乳単価＋主食単価） 

＜問い合わせ先＞ 学校教育課 学校給食班 ℡：096-248-2366 

         学校給食センター    ℡：096-248-2102 

 ※令和 3 年度の中学校 1 食単価を基に比較した場合 


